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19世紀末 ドイツ電機工業における

労働能率増進策(1)

今 久 保 幸 生

1は じ め に

19世紀末 ドイツ電機工業 において,S&H社(FirmaSiemens&Halske)等

の大企業が,大 規模な工場設備投資 と,最:終 的には品種別職場作業組織への移

行および 「職長経済」の 「技師経済」への転化として特徴づけられる,労 働手

段 ・作業組織,管 理機構および労働力編成のこの時期に独 自な改革 により,労

働生産性の向上と生産費の引き下げを図 った ことは,こ れまで詳細 に検討して.

ぎたP。

ところで,一 般に物的 ・組織的改革は自動的に労働生産性の向上や生産費 の

引き下げ をもたらすのではない。 しか も珍世紀末電機工業における以上の諸改

革はまだ不徹底であ り,ま た客観的な 「生産の強制進行性」2)の実現までには至

らなかったので,そ れだけで意図された生産性の向上等をもた らす保証はなお

さらなか った。これには;以 上の諸改革 に対応 しこれを補完す る独 自の労働能

率増進策が不可欠 となっていたのである。それとともに,膨 大な投下固定資本

の早期回収のため工程の停滞や中断を回避すべき労働力の常時的工程配置 もま

た不可欠であった。19世 紀末の新たな労働時間管理と出来高賃銀制の導入こそ

1)拙 稿F19世 紀 末 ドイ ツ電 機 工 業 にお け る経 営 ・労務 政 策(1)一 ⑩ 」r佐 賀 大 学 経 済 論 集 』 第18巻

第1・2号,第19巻 第3号,第20巻 第3,6号,第2ユ 巻 第2,3号,第22巻 第2,3,4,5号

(以 上1985-1990年)所 収 一 と くに(4)一 ⑩ 一 を 参 照 され た い 。 な お,本 稿 以 下 は,内 容 上

は 以 上 の論 文 ① 一 ⑩ の 継 続 論文 で あ るが,技 術 的 理 由 に よ り,表 題 等,若 干 の 主 と し て形 式 的 な

変 更 を加 え ざ る を え な か った。

2)RudiSchmiede/EdwinSchudlich,DieEntwicklungderLeistungsentlohnunginDeutsch-

Land,Frankfurt/NewYork19814.S.113f.
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は,生 産過程 におけるこうした(広 義の)労 働能率増進策の基本形態をなす。

一方,こ の労働能率増進策は労働者運動や国家の労働政策の変化にも対応 しっ

っ進 められたのであり,し かも能率増進策自体が新たな労資紛争の原因 となる

とい う動態的関係 も見 られた。労働時間や賃銀の管理は資本の剰余価値生産の

要である一方 労働者にとっては労働力取引の中心的内容をなすため,労 資対

立状況が諸他の管理局面にもまして鮮明に現われたのである。以下ではこれ ら

について,従 前同様S&H社 の事例を中心に検討することとする。

II労 働時間管理の展開

まず,労 働時間の効率的利用は,こ れはまたこれで,労 働契約や就業規則に

関連規定が盛 り込まれただけで自動的に実現されたのではなく、効率利用のた

めには独自の多様な工夫が要請された。後者は労働時間の短縮 労働時間の濃

密化,労 働時間の伸縮管理の3つ の相互に関連し合った局面として把握 しうる。

以下この局面の総体を,労 働者運動や国家の労働政策 とも関わ らしめっっ明ら

かにしたいa㌔

3)ド イ ツおけ る労働時 間 と労働能率 との関係に関 しては,以 下 に挙げ るよ うに,19世 紀 末以 降の

「国民経済学」的研究 を中心 に少 なか らぬ研究 が蓄積 されてい る。 もっと も,こ れ らの研究 を本

稿に関わ る限 りで みれ ば.第 一に.そ の多 くは主に労働時 間短縮(時 短)と 労働 倉旨靴 の関係 を

抽 出的 に検討 した ものにす ぎず,そ の成 果はそれ として評価 され るべ きとはい え,労 働 時間管理

の もつ次の よ うな多面的 な内的 ・外 的関連性 を然る べ く顧慮 して こなかった点はやは り問題 とせ

ざるをえない。つ ま り労働時 間管理 に よる労働能率増進 は,時 短 のみな らず労時時間の濃密化や

労働時 間の伸縮管理 に よって も追求 され てお り,し か も後者 の三 局面 は,い わば狭義の労働能率

増進機能 に留 ま らず,労 働 力常時配置機 能を(さ らに労働 力確保 機能や福 祉機能 を)も 付与 され

た労働時 間管理総 体の,相 互 に不可分 の連 関を持つ 諸部分 をな していた こと,同 時 に,こ の労働

時 間管理 の総 体が,物 的 ・組織的改革や後述 の出来 高賃銀 制導 入の生産力的有効性 を補強 する関

連 にもあった こと,で あ る。第二 に,労 働能率増進(産 出量 「最 適限」の追求)の た めの労働時

間管理 の展 開は,労 働 力 の順 当な再生産 の立場 か らの労働 者運動の動 向や国家 の労働時 間政策に

よ りどの程 度制約 された かとい うい まひ とつの問題 も分析 されねば ならない が,以 上 の 諸 研 究

は,労 働 能率問題に視野 を限定す る ことに より,こ の側 面への 目配 りに も乏 しか ワた。 要 す る

に,当 該の諸研究は,い わば能率合理 主義的見地の ゆえに,労 働時 間問題 を資本蓄積 な らび に労

資関係 との 関連か ら総体的 に把握 する もの とはな りえてい ない。 そ うした研 究 として,Hei皿ich

Fra。k,1,DietdglicheArbeit・zeitinlndustrieandLandwirtschaft,Di・s・,L・ip・igエ882;F・

Schulel,DerNormalarbeitstaginseinenWi【kungenaufdieProduktion,in:Archivf.

30zゴα'θGε5θ詑g6加 πg㍑π45`α廊`姫,Bd.4,ユ891;LujoBrentano.亡 あθrdα5V67ん 誹診所5"oπ/



19世 紀末 ドイ ツ電機工業 にお ける労働 能率増 進策(1) (267)3

1,労 働 時 間 の 短縮

労 働 能 率 増 進 策 と し て み た19世 紀 末S&H社 労 働 時 間 管 理 の 第 一 の 柱 は,労

働 時 間 の 短 縮 で あ っ た4)。 同 社 が 積 極 的 に 実 施 し た 労 働 時 間 短 縮 の 形 態 は,所

定 労 働 時 間 の 短 縮 と 休 日 ・年 次 有 給 休 暇 の 増 加 で あ っ た が,こ こ で は 時 間 短 縮

の 能 率 増 進 問 題 と し て の 特 質 を 際 立 た せ る た め に,.主 要 局 面 を な す 所 定 日 労 働

＼A油 瞬5♂o加`μ πd且rう β∫彦596ゴすτ配r・4rうピ甜5Zげ`5如πg,Leipzig1893;FriedrichBernhardRost,

Dβ ア α`雇5置潮4ガgθNθ 「ηiα'α晒8ガ郎如g,Diss.,Leipzig1896;LeovonBuch,1π`ε π鏡 鋤4θ7

Arbeit,WertandPressde,Waren,Leipzig1896;ErnsしAbbe,Djevolkswiltschaftl正che

BedeutungderVerkarzungdesindustriellenArbeitstages(1901),in=Ders..Gθ ∫α祝㎜読 θ

Abhandlungen,Bd.3,Jena1906;ErnstBe【.hard,Hδ ん8アθ君7うθ髭3加 詑π3ガ薦`う θピ 魂々アz8rθr

.4rう疏5g瞬,Leipzig1909(時 短 問 題 を主 と し っっ も,労 働 時 間 管理 の 各 局 面 や これ と技 術 的 ・

組 織 的 条 件 ・賃 銀 形 態 との 関連 に も触 れ た 例 外 的 研 究 で あ る。 た だ し労働 者 運 動 と労 働 時 間管 理

との 関 連 に ほ,い わ ば 消 極 的抵 抗 一 組 織 的 怠 業 一 の問 題 を 除 け ば.立 ち入 って い な い。 邦 訳

に,ベ ル ンハ ル ド 『労 働 功 程 論 』 矢 島家 幸 解 説,・ 賓 文 館,19⊥4年 が あ る)IHeinrichFreese.

Kw,∫'ガ`α`めπr♂1εFαみrピた,Jena1922㍉KarlDiehl,ArbeitsintensitktandAchtstundentag,Jena

1923;HeinrichHerkner,Art.Arbeiしszeit,in=HandwdrterbuchderStaatswissenschaften,

Bd.1,Jena1923';OttQLipmann,DarArbeitszeitproblem,Berlin1924;RobertFriedricli,

ZurMethodologiedesArbeitszeitproblems,Jeaa1926(以 上 を 検討 した 藤 林 敬 三r労 働 者 政 策

と労 働 科 学 』1941年,有 斐 閣,227-228ペ ー ジ を も参 照)。 最 近 の 労 働 時 間 に 関す る 以下 の 研究 も.

程 度 の差 こそ あ れ 上 述 の 二 様 の 相 互 連 関 の 踏 ま え 方 は な お十 分 とは い えな いoWilhelmHeinz

Sch【 δder,DieEntwickl皿gderArbeitszeitimsekundt<renSektorinDeutschland1871his

19王3,in;Technikgeschichte,Bd.47,Nr.3,1980;HildegardStemle【/ErichWiegand,Zur

EntwicklungderArbeitszeitgesetzgebungandde【ArbeiしszeiしinDeutschlandseiしder

Industrialisiefung,i旦=E.Wiegand/W.Z2pf(Hg.),WandelderLebensbedingungen

Deut∫chland,FrankfurtamMain/NewYork1982;HansPohl,EinfdhrungindieThe.

皿a[ik,i[凪IderS.(Hg.),IWr言 ∬ んゆ3配 σゐ5`翻,丑oん πoZo8ゴθ πη4ル 塘 醜 θ尭 加`脚 γπ画o-

nalenVergleich,Zei[schrifしfnrUnternehmensgeschichte/Beiheft24.1983;WilfriedFel・

denki【chen.Vonde,F【"h工ndustrialisieruロgbiszumErstenWelしkrieg,in=ebd.;Michael

Schneider,CeschichtedesKampfesumArbeitszeitverkurzunginDeutschland,Kbln1984;

HerbertZirpel,UnternehmensstrategieandGewerkschaftspolitikumLohnandArbeitsleis一

`即g,Marburg1985;ChristophDeutschma皿,DerWegzumNormalarbeitstag.Frank-

furし/NewYork1985;IrmgardSteinisch,ArbeitszeitverkarzungandsozialerWandel.Der

Kamp .FumdieAchtstundenschichttinderdents`henandamerikanischenEisen・andStahlin-

dustrie1880一 正929,Berlin/NewYorkユ986.な お,労 働 者 運 動 側 の 労 働 時 間 へ の 取 り組 み につ

い て い ま詳 論 す る 余 裕 は な い が,概 ね これ らは 一 や は り時 短 に 関 心 が 偏 って い る とい う問 題 の

ほ か 一 問 題 を基 本 的 に 「生 活 の質 」 の 改 善=労 働 力再 生 産 や 失 業 克 服 自由時 間創 出,組 合

の 組 織 率 上 昇 と絡 め て お り,労 働 能 率 問 題 との 関連 づ け は む し ろ 手 薄 で あ った 。 さ し あた り,

Schneider,α.α.α,S.87;GunterScha【f,Gθ5σ 配c玩 θゴ8rArう 碗 ∫gβ伽 θr勧r別 ηg,K61n1987

を参 照 。

4)ま こ とに 「労働 時 間 短 縮 の 歴 史 は労 働 の生 産性 の 上 昇 の 歴 史 」(大 河 内 一 男 「「時 間短 縮 」

問 題 の 考 え方 」 日本 労 働 筋 金 編 『時 間短 縮 』 日本 労 働 協 会,1960年 所 収,6ペ ー ジ)で も あ っ

た 。
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時 間 の短 縮 に焦 点 を絞 りたい5)。 や や先 回 りす れ ば,S&H社 の 所 定 目労 働 時

間 の短 縮 は,広 い意 味 で,1900/01年 にお け る ツ ァイ ス工 場 エ ル ン ス ト ・ア ヅ

ベ の労 働 時 間 「最 適 限」 の提 示6)の 実質 的 な 先駆 け で もあ った か らで あ る。

i.S&H社 を含 む 電 機 企 業 で.は,「 所 定 労 働 時 間regelmaBigebzw.regu-

1areArbeitszeiUと 「標 準 労 働 時 間Normalarbeitszeit」 と4t同 義 に用 い られ

て い た 。 この点 の理 論 的 問 題 性 は 後 述 す る と して,S&H社 労働 者 の 一 日の所

定 労 働 時 間一 以下,異 な る用 語 の引 用 を除 き これ に表 現 を統 一 一 は,1847

年 の創 業 か ら しば ら く,つ ま り19世 紀 半 ば は11～12時 間 で あ った7〕。 一 方,典

型 的 な 万能 職場 作 業 組 織 ・職 長 経 済 段 階 の 当時,各 労働 者 の 作 業 上 の 自律 性 は

高 くそ の 相 互 連 関 性 は低 か っ たた め,労 働 時 間 の濃 密化 に よ る能 率 増 進 の 可 能

性 は 限 られ て い た。 それ ゆ え11～12時 間 の所 定 労働 時 間 は,当 時 のS&H社 が

所 定労 働 時 間 の 絶 対 的 延 長 策 を基 本 とす る 能率 増 進 を図 って い た 現 わ れ とみて

よい 。 しか も 「当初 朝6時 始 業,1858年 か ら7時 始 業 で19時 終 業,昼 休 み1時

間 」 とい う同 社 「標 準 労 働 時 間」8)は,当 時 慢性 的 に 不足 して い た 熟 練 労 働 力 の

確 保 の た め,会 社 が 通 勤 時 間 や生 活 時 間構 造 か らみ た 労 働 力 の再 生 産 へ の配 慮

を余 儀 な くされ た こ とか らみ て,更 な る持 続 的 延 長 が 不 可 能 なほ ぼ 最 大 限 の労

働 時 間 で あ った と考 え られ る。 つ ま り,所 定 労 働 時 間の 絶 対 的延 長 に よ る労働

5)所 定労働 時間 の短縮 と,い まひ とつの労働 時間短縮形態 として の残業規制 とは毎 日の労働能率

の維持 ・増 進に必要な休養時 間と しての,非 拘束時間の公式的増加 と,拘 束時 間中の最低 必要な

疲 労回復過程 としての休憩 時間の増加 を含み,休 日 ・年次休暇 は週 および年 間の順当な労働力の

再生 産に必要 な休養時間 の増加 を意味 す る。 大河 内前掲論文,9～12,22ペ ージ,氏 原正治郎

r日 本労働 問題研究』東京 大学出版会,1966年134ペ ージ.山 本 潔r日 本の賃金 ・労働 時間』

同,1982年,206ペ ージ。ただ しS&H社 におけ る残業規制 は経営政策 ではな く,同 社の伸縮的

労働時間管理 に対 する労働 組合の抵抗 の形で展開 され た。

6)ア ッペ は8時 間労働 日への労働 時間短縮 による労働能率増進 を実験的に確か めて.産 出量 から

みた労働 時間 「最 適限」論 を定式化 してお り(Abbe,α,α.α.S.233),し か もこの問題 は 「国

民経済学」的労働 時間研究 の最大 の焦 点 となっていた。

7)KarlBurhenne,WernerSiemensalsSozialpolitiker,Mnnchen1932,S.37;JOrgenKocka,

Unternehmensv㈹altungandAngestelltenschaft例BeispielSiemens1847　 19ユ4・Sutttg町t

1969,S.336.

8)AuseinemSchreibendesHerrnEduardHarlinoruvom16L10,1858,Siemens-Archiv-Akte

(以下SAAと 略 記)14/Lr5工6.Vg1.UnterredungenmitSchwennicke,SAA12/Lh583,S.6.



ユ9世紀末 ドイツ電機工業における労働能率増進策 〔1)(269)5

能 率 増 進 策 は,以 上 の水 準 を超 え えな い 限 界 に達 し てい た の で あ る。

ii.1870年 代 初 頭 に同社 労働 者 の所 定 労 働 時 間は1日10時 間(土 曜 日8時 間

半),週58時 間 半(6日)に 短 縮 され,73年 には1日9時 間,週54時 間 に 短縮

され た9)。3年 とい う短 期 間 に1日2時 間 もの短 縮 が な さ れ た こ とは.当 時 が

所 定 労 働 時 間 の絶 対 的延 長一 こ の場 合 は 最 大 限労 働 時 間 の 維持 一 か ら その

短 縮 に基 づ く能 率確 保 ・増 進 策 へ の労 働 時 間管 理 の 転換 期 で あ った こ とを 明示

す る もの で あ るω)。

この転 換 は主 に次 の理 由 に よる 。1871/72年 の ア メ リカ式 事 門 工 作 機 械 の導

入 や そ れ に伴 う工 場 内分 業 の進 展(と くに専 門工 作 機 械 を 集 め た 「ア メ リカ室」

の 分 化),お よび これ らが 「殆 ど必 然 的 に招 いた 」 出来 高 賃 銀 制 の導 入 開 始 が,

一 方 で は労 働 生 産 性 と作 業 の 緊張 度 ・作業 速 度 を上 昇 させ た に も拘 らず,他 方

で はそ れ ゆ え に一 社 主 の 同族 ゲナ ル ク ・ジ ー メ ン ス も認 め た よ うに一 「内

的 本 質 か ら して も疲 労 増 大 を 伴 い」,「果 て しな い 半 端 仕 事 の果 て しな い繰 り返

し」 化 や 「単調 作業 」 化 傾 向 の 出 現 と も相 俟 っ て,「 時 計 を 見 る頻 度 が い っそ

う高 ま り,工 場 内 に 留 ま る こ とが ・・・… きわ めて 重 圧 的 な強 制 と感 じ られ る こ と

が ます ます 多 く な って きた」mこ とに よ り,か え っ て能 率 の低 下 や 作 業 の 麗乱

を結 果 せ しめ た 。 こ うした な か で 旧来 の 「標 準 労 働 時 間」(最 大 限 労 働 時間)を

維 持 す る こ とは,も は や 経 営 的 に マ イ ナ ス で あ った 。 そ れ は,従 来 水 準 で の労

働 力 の 順 当 な再 生 産 を不 可 能 な ら しめ,こ れ に よ り労働 能率 を低 下 させ る過 長

労 働 時 間 と な った か らで あ る。 他 方,当 時 こ う した 兆候 を主 に示 した 基 幹 労 働

力 の 手 工 的 熟練 工 層 を,低 熟 練 で従 順 な労 働 力 に よ り.代替 し うる技 術 的 ・組 織

9)Einfuhrungder9一 う脚.8-stundigenArbeitszeitandderAkkordarbeitindenSiemens-

Bβ〃毎詫 π,SAA14/Lc5工6;Bulhenロ じ,α.α.α,S.37;Kocka,α.α.α.S,69乙Deutsch皿ann.

α.α.0.,S.142.

10)こ の 転 換 は,ド イ ツ全 体 の19世 紀 中 葉 に お け る労 働 時 間 の延 長 一 頂 点 は1850～60年 代 一 か

ら60年 代 末 ・70年 代初 顔 に お け る そ の 短 縮 へ の転 換 と も対 応 し て 、・る(Schrader,aa.0.,S.

261f.,288f.)。Poh】,α.α.0.,S9は この 転 換 を1860年 以降 とみ る が,・ これ は や や 早 す ぎ る。

転 換 は60年 代 末 以降 の 生産 過 程 の 改 革 や 同時 期 に興 隆 した 労働 運動 に規 定 され て生 じ た か らで あ

る。

エ1)12)GeorgSiemens,Dθ アWgg4θrE磁 〃o'θ醜 π颯Bd.1,Freiburg/M琶nchen19611,S.77f.
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的 条件 も未 整 備 で あ らた こ とは,す で に明 らか に した と.おりで あ る。 この 状況

で の所 定労 働 時 間 の 短縮 は,「 出 来 高 労 働 に対 す る等 価 の代 償 」 との ゲ オル ク

の 説 明 が示 唆 す る よ うに12),事 実 上,機 械 化 ・工 場 内分 業 の 進展 に よ る労 働生

産 性上 昇 と労働 強 化 一 作 業 速 度 の上 昇,集 中 力 と注意 力 の 増大,新 た な作 業

規 律 ・リズ ムの成 立 一 の新 段 階 に適 合 し,か っ これ らが もた らす 高 め られ た

生 産能 率 の 維 持 ・増 進 を労 働 者 の 疲 労 時間 の削 減 と工場 外 の 疲労 回 復 時 間 の増

大,お よび それ に よ る作 業 意 欲 の 喚起 ま た は維 持 に よ って 図 る,(19世 紀 末 に

普 及 す る)新 た な資 本 家 的労 働 時 間 「最適 限」 の模 索 の 端緒 に他 な ら なか っ た。

とこ ろで,こ の労 働 時 間 「最 適 限」 の 問 題 は、 ドイ ツで は60年 代 末 以 降 素 朴

な が ら意 識 され 始 め たla)。S&H社 の 上 記 の所 定 労 働 時 間 の 短縮 も,部 分 的 に

は そ う した 先 駆 的 「最 適 限」 意 識 に規 定 され た 可能 性 は 否定 で き な い。 だ が,

60年 代 末 を端 緒 と して80年 代 初 頭 ま で に労 働 時 間短 縮 の 労働 能 率 上 昇 効 果 へ の

諸 外 国 の事 例 が 多 数 知 られ る よ うに な った とは い え,こ れ が 大 き く取 り上 げ ら

れ た の は1890年 代 以 降 で あ った こ とか ら判 断 して14),70年 代 初 頭S&H社 の所

定 労 働 時間 の短 縮 は,そ れ 自体 独 自的 か つ 先 駆 的 な労 働 時 間 「最 適 限」 の試 み

で あ っ た と もい え よ う。

他 方,こ の19世 紀 末 の 最初 の政 策転 換 は,70年 代 初 頭 に欧 州 規 模 で頻 発 し,

独 笑 の ジ ー メ ンス社 に も波 及 した 労働 者運 動 ・労 働 争 議 へ の対 応 策=譲 歩 で も

あ った 。す な わ ち72年 に イギ リス の ジ ー メ ン ス ・ブ ラ ザ ー ズ社 で厳 しい 争 議 が

発 生 し,ベ ル リンで も 「す で に1872年 に社 会 主 義 的 扇 動 が 目に つ き,精 力 的 に

労 働 時 間短 縮 の 要 求 が な され た 。 … … これ に関 す る労 働 者 集 会 が とあ る酒場 で

開 かれ,社 主 ヴ ェル ナ ーv.,ジ ー メ ンス もそ の様 子 を調 べ に出 向 い て い ワた 」15)。

13)14)Be【rLha■d,α.α.0.,S.70;Fr蕊nkel,α.α,0.,S.32-34,56f,;Zirp∈1,α.α.〔).,S.97-

104,

15)16)UnterredungmitMarz,ユ909,SAA12/Lh583;Burhenne,a.α,0..5.38.Vgl.Wer-

neranCada皿27.6,1870,in=Con【adMatschoB,WernerSiemens.Einkurzgefafdtesム θ.

bensbildnebsteiner.4uswah!seinerBriefe,Bd,2,S.324;Kocka,4.a.0.,S.121.ベ ル リ

ン機 械 工 業 に お け る 同 様 の 状 況 に つ い て はWolfgangRenzsch,HandwerkerandLohnarbeiter

inde,frukenIndustriali∫ ゴ2rz♂ηg,G6ttingen1990,S.171.
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ジ ー メ ン ス ・ブ ラ ザ ー ズ 社 支 配 人 レ フ ラ ー に よれ ば.ス ト ラ イ キ は9時 間 労

働 日の承 認 に よ って の み抑 え る こ とが で きた とい うゆ 。 ペ ル リiS&耳 栓 で

の一 日9時 間,週54時 間 へ の 「標 準 労働 時 間 」 の 短縮 も,単 に生 産 力的 な労 働

時間 「最 適 限 」 の模 索 で あ った だ け で な く,こ う した 労 働 者 運 動 の勢 い か ら し

て既 存 の 長 時 間労 働 を維 持 した ま ま では 能 率 増 進 は お ろ か,円 滑 な操 業 も覚束:

な くな る との 社主 の 判 断 に もよ っ た とみ て よ い17)。 この意 味 で 以上 の 運 動 は,

70年 代 初 頭 のS&H社 労 働 時 間 管 理 にお け る 段 階 画 期 的 転 換 の い ま ひ とつ の

基 本 的 契 機 を な した。 も っ と も,時 短 要 求 を重 要 項 目と した この 労 働 者 運 動 自

体,一 面 で は60年 代 ま で の ドイ ツで の 長 時 間 労 働 に よ る資 本 蓄 積 が 広 く解 き放

った もの で あ り,同 時 に 他 面 で は,S&H社 寺先 進企 業 にお け る,旧 来 の長 労

働 時 間 を維 持 した ま まで の,新 た な物 的 生 産 力水 準 で の資 本 蓄 積 方式 の 登場 に

よ りさ らに急 迫 的 エ ネル ギ ー を与 え られ た もの で あ った 。 こ うした 資 本 蓄 積 方

式 とそ の 転 換 こ そが,労 働 者 の な か に上 記 の い わ ば 消極 的 反 応 に留 ま らず,よ

り積 極 的 な抵 抗 の エ ネ ル ギ ー を生 み 出 させ た 深 奥 の 要 因 を な した の で あ るIb)。

さ て,1873年 導 入 の9時 間 労働 日は,同 年 以 降 の不 況 に よ る 「短 縮 労 働 」 の局

面 を除 き82年 ま で維 持 され た が,の ち延 長 を含 めて 変 更 され,85年 に は9時 間

半 の労 働 日 に逆 戻 り した19,。80年 代 半 ば に は全 体 と して9時 間 と9時 間半 とが

、7)G.Si。 皿,ns,a.a.O.,S.78.Vgl.H・ 一 ・P・・h・n,.Art・A・b・itszeit,in・.H・伽 「`ε加 ん

dθ「50琴ぬZωf558π距ゐ{げ護βπ.Bd.1,ユ956,S.410.

18)こ のことは,先 端専門工作機械を備えた 「アメリカ室」や出来高賃銀制に対する手工的熟練工

層の反発の事実から雛 捌しうるし,ま たゲオ・レクの認めた 「時計 観 る搬 」の高まりや 「き

わめて重圧的な強制」感による能率低下や作…糧毘乱は,一 面ではこれらの熟練工層の主体的反応

の現われでもあったと見ることができる。自らも労働者運動に重大な関心を払いつつ,先 の社主

の 行 動 を報 告 し た の が,「 ア メ リカ室 」 担 当 の職 長 メル ツで あ った こ とは,こ の 関連 か ら し て示

唆 的 で あ る 。

19)D。.,、chm。 叫 ・.・.0..S.142,147f.Werkstatts.0・ 伽 ・9(WO)五4・ 乃Z・9・@ゐ ・"'

Bau-AnsealtvonS&H,15.2.1875,SAA32/Li612は,「 労働 時 間は 追 っ て沙 汰 が あ る まで

8時 間 半 」 と定 め てい るが,こ れ は不 況下 の 「追 ワて 沙 汰 が あ る ま で」 の一 時 的 操 業 短 縮 と み ら

れ る。85年 ま で の 展 開 に つ い て は,Instτukしio皿furdenPortier,28.4.1883,in=Arbeitszeiten

魏 伽 耽,海6聞 。nS&H1881-189エSAA14/Lh5161B・4・ 伽 伽84・ ・F・ 卿 ・4・ ・

Kδ 。恕Z.Gewerbe・Rathesv.戯 脚9・ 」・朔9.9・1884,SAA・4/L・5・6;Gesuchderim

CharlottenburgerWerkv・ ・5&勘 ・schafttigtenArbetterumVerlangerungde・ 班f伽95'

zeitvom4.11,1884.SAA32/Lo598.
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後者の優位の うちに工場 ・部門別に混在 していた とみられ る。 この部分的な逆

戻 りはなによりも当時までの生産量 ・利潤量増大方法の過渡性 を表わす。73年

頃ひとたびは時短 による能率増進策への転換が図 られたものの,80年 代初頭の

設備投資の停滞や,80年 代半ばまでの万能職場作業組織 と職長経済のなお続 く

優位のもとで,た いていの工場や部門での作業 ・管理機構の転換は不徹底であ

り.定 額 日給制や時給制の残存とも相俟って,生 産や利潤の増大は主に旧来の

所定労働時間の延長による他なかったのである。78年 のビスマルク社会主義者

鎮圧法制定にも規定されたこの時期 の同社をめぐる争議の減少は,こ の管理上

の過渡的な一部回帰を容易にする労資関係要因となった20)。

一方,1873年 か ら80年代半までのS&H社 職員の勤務時間はより短か く,当

初は標準化 もされていなかった。1880年 に初めて 「標準」勤務時間が設定され

たが,労 働者の場合よ り著 しく短い7時 間半にすぎなかったE1)。84年には事務

部門の一部,つ ま り商事事務 ・技術諸課および実験室,写 真撮影室において7

時間労働制(9時 から16時まで)す ら導入されている22)。この優遇措置は,基

本的には,多 能的で自律性の高い当時の職員の勤務上の成績が,勤 務時間の長

短 に直接左右され るよりむ しろ各人の創意や意欲 にばるかに依存してお り,そ

れらの発揮を確保するには,勤 務時間の短縮 により職員を動機づける方が勤務

時間の延長による拘束 より有効であったこと,職 員の人数が相対的に少なく,

20)な お,Deutschmanh,σ.α.(λ,S.83は,1870年 代 のS&H社 の指 物 工,木 型 工 が精 霊 降 臨 祭

の 火 曜 口に は原 則 的 に.「 ズ ル休 みb【au」 した た め,同 社 が こ の 日を稼 働 休 日 とす る こ と を余 儀

な く され た こ と に触 れ て い る。 た だ し これ は 宗 教 的 祝 祭 日 の現 象 で あ って一 宗 教 的 祝 祭 日に は

そ の 後 も同 様 の対 応 が な され て い る 一,そ れ とは 別 に,「 無 断 欠 勤 」 の伝 統 的形 態 を なす い わ

ゆ る 「青 い 月 曜 日」 的 行 動 様 式 がS&H社 に お い て 日常 的 ・規 則 的 に見 られ た か ど うか は 確 認 し

え ない 。 また,同 社 に お い て 導 入 され た 土 曜 早 期 終 業 制(本 稿 注25参 照)が 「青 い 月 曜 日」 へ

の 一 対 策 で あ った か ど うか につ い て も,当 面 ぽ 不 明 で あ る 。 と.もあれ,こ の 問 題 は,「 般 的 に

は 世 紀 交 替 期 以 降 著 減 した と され るが(ebd.,S.197f.).S&H社 で も19世 紀 末 に は,少 な く と

も伝 統 的 形 態 の もの と して は縁 辺的 意 義 しか もた な くな っ てい た よ うに 思 わ れ る。VgLJ山gen

Reulecke,Vo皿blauenMontagzu皿Arbeiterurlaub.VorgeschichteandEntstehungdes

ErholungsurlaubsfurArbeitervorde皿ErstenWe1しkrieg,in=五rσ ん伽 ノ滋r80τ`4gθ3`屠 σ屠θ

(∠4∫8),Bd.XVI,1976,S.222;Schneider,α.¢.α,S.21,

21)Deutschman皿 α.α.α.S.142.

22)VerfUgung(Vfgg)vo皿22.12.1883,in=ムrう ε泥3gθ尭θπ.,,.SAA14/Lr516.
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短 い勤 務 時 間 で も大 き な人 件 費 負 担 とは な らな か った こ と,に よ る と考 え られ

る。

iii.S&H社 で は1880年 代 末90年 代 初 頭 以 降,機 種 別職 場 作 業 組 織 へ の 作業

機 構 の改 革 に基 づ き,改 革 が 最 も進 ん だ機 械 加 工 部 門等 の基 幹部 門 を皮 切 りに

改 め 一(所定 労 働 時 間 の短 縮 が進 め られ た 。 まず1890年5月 上 旬 に強 電 シ ャル ロ

ッテ ン ブル ク工 場 の基 幹 「機 械 工部 門」 と閉 塞 信 号 機 課 の 労 働 日が8時 間 半 に

短 縮 され たas)。 同 年 の他部 門 は8時 間45分 で あ った が24>,翌91年 には 弱 電 の ベ

ル リン工 場 が や は り8時 間半 に短 縮 され25),93年 初 頭 には 早 く も8時 間労 働 制

が シ ャル ・ ッテ ンブ ル ク工 場 の全 作業 場 に 導 入 され て い る2e)。90年 代 初 頭 に 集

中 的 に進 め られ た,こ の8時 間 労 働 日に至 るS&H社 の1時 間 ない し30分 とい

う時間 短 縮 幅 は,70年 代 初 頭 に比 べ て 絶対 的 には 少 ない が,生 産 過程 の 新 た な

質 的飛 躍 に 対応 した,そ れ 自体 一70年 代 初 頭 に つ ぐ一 飛 躍 的 な時 短 水 準 を

な した とい って よい 。

この よ うなS&H社 の労 働 時 間短 縮 に関 し,同 社 二 代 目史 料 館 長 ブル ヘ ネ は

次 の よ うに い う。 五9世紀 末 ドイ ツ にお け る8時 間労 働 日の実 験 の殆 どは企 業家

の労 働 者 福 祉 策 にす ぎず,初 代社 主 ヴ ェル ナ ーの 時 代 には,時 短 は 当然 作 業 給

付 の減 少 を伴 う とされ て い た 。 だ が ヴ ェル ナ ーは 時短 に よ る雇 用増 で失 業 を克

服 す る との 当 時優 勢 な イ ギ リス 労 働 組 合 の 思 想 を意 味 転 換 させ,時 短 に よ る雇

用 増 を労 働 力 の企 業 内予 備 の 創 出 とい う 目的 に振 り向 け た。 「労 働 者 は,景 気

23)こ の 「機 械 工 部 門 」 は,以 上 の改 革 とそ れ に 伴 う機 構 的 な労 働 能率 増 が最 も進 ん だ 機 械 加 工 部

門 を指 す とみ られ る 。SchreibendesCharl.珊 々5.vom6.5.1890,SAA32/Lo591;Vfgg.

vom19.5.ユ89D.in=!1rゐ ε魔52ε泥θπ,..,SAA14/Lr516.

24)5&HanHerrenBa∬ θ&Selve,AltenainWestfalenvom29.4.1980,SAA14/L皿735.

25)Kock.,α.α,0.,S.102.20銑344{L週 所 定 労 働 時 間 は,9工 年 に 同社 作 業 場 で 土 曜 日5時 終

業 とされ て50時 間 とな り,週 賃 銀 の削 減 は な さ れ な か った 。Vfgg.vom16.1(9).1891,in=

君7酬`5呂 ε漉 π...,SAA14/Lr516;Burhcnne,a.α.o.,s.39f.コ ッ カ は.91年 にペ ル リ ソ工

場 で初 め て労 働 者 委 員 会 の推 進 と採 決 に よ り1ユ 時 半 ～12時 の有 給 昼 休 み を 含 む,7時 ～16時 の

シ ャル ロ ッテ ン ブ ル ク工 場 の 機 械 工 作業 場 が これ8時間半 連続 労 働 時 間 制(後述)が採 用.され,

に 続 き,週 労 働 時 間 は5ユ 時 間 と な っ た とす る が,先 行 した 工 場 や 週 労 働 時 間 の 点 で事 実 誤 認 が あ

る 。

26)Arbeitsordnung(AO)五 ゴ.α α7'.1礫.,g腐 爾gα わ ユ.ユ.1893.SAA32/Lo612.
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が突 如 超 過 労 働 を要 請 す る時期 に対 応 しう る よ う,平 常 時 に労 働 力 を フル充 用

す べ きで は な い 。企 業家 は,生 産 増 大 の機 会 が あ れ ば これ を同 じ機 械 設 備,同

じ従 業 労 働 者 層 に よ り直 ちに十 分 利 用 で き る。 経 営 の適 応 力 と継 続 性 は そ れ に

よ り高 め られ,労 働 市 場 の 阻 害 的変 動 が 回 避 され,ま た は少 な くと も弱 め られ

うる。 被用 者 の 利 益 は 同 時 に企 業 家 の利 益 」,と い うのが ヴ ェル ナ ー の発 想 で

あ.つた27)。

だ が,第 一 に,ヴ ェル ナ ー ない しS&H社 が,い わ ば 労 働 力 備 蓄 の た め に 「平

常 時 に労 働 力 を フル充 用」 せ ず,時 短 と と もに労 働 者 を追 加 雇 用 し,景 気 後 退

期 に も採 算 度 外視 の 余剰 人 員確 保 を行 うほ どの 労使 共 栄 策 を取 った と想 定 す る

に は無 理 が あ る。 時短 に伴 い雇 用増 が な され た か ど うか は 不 明 で あ るが,少 な

く と も以上 の 想定 は,73～75/76年 頃 の 不況 期 にS&H社 従 業 員数 が一 貫 して減

少 して い る こ とや.1892年 に同 社 が300人 の労 働 者 を大 量 解 雇 した事 実 を説 明 .

し え な い28)。 ヴ ェ ル ナ ー が 抱 い た と す る 上 記 の 発 想 も,景 気 の 動 向 に よ っ て は

後 景 に 退 く は か な か っ た の で あ る 。

第 二 に,確 か に 時 短 は 他 の 条 件 が 不 変 な ら労 働 生 産 性 の 低 下 と単 位 労 働 時 間

当 り労 務 費 の 上 昇 を も た ら し,ま た は 一 定 量 の 生 産 に 必 要 な 労 働 者 数 の 増 加 に

結 び つ く。 だ がS&H社 の こ の た び の 時 短 は,70年 代 初 頭 の 場 合 と同 様 に,な

に よ り も80年 代 末 か ら の 機 種 別 職 場 作 業 組 織 ・上 級 職 長 制 度 へ の 改 革 に 伴 う労

働 強 度 の 増 大 を 先 行 条 件 と し て い た 。 そ れ ゆ え 時 短 の 最 も基 本 的 な意 図 は,や

は り改 革 に よ る 作 業 の 速 度 や 密 度 の 上 昇 が もた らす 労 働 者 の 新 た な水 準 で の 疲

労 蓄 積 ・能 率 低 下 へ の 対 応,こ れ に よ る最 適 産 出 量 の 確 保 に あ っ た と 見 る べ き

で あ る2%関 連 し て ブ ル ヘ ネ は,ア ッ ペ の(1900/01年 の)試 み に よ り初 め て

27)Burhenne.α.α.O_S-41f.

28)拙 稿 「ドイ ツ電機工業 におけ る労資 関係 の形成 と変容」r佐 賀大学経済論集』第13巻 第2号,

1980集 ユ05ページ;ErZθ うπ`55θ4θ∫0う07ごπ8.α30ん 四θππ夢σ々θ:Aπ ㎜θ7乏㍑π8τoπE36ゐ ωθπ.

函` θ々,SAA12/Lh583,S.4.そ れ ゆえ,「 従 業員へのヴ ニルナーの特別 の責任感 は とくに不 況

時に示 され る。 ユ870/7ユ年戦争後 の殆 ど注文が途絶 えた一時期,か れは解雇 を避 けるため在庫 生

産 に より働かせた」 とのBurhe皿 ロe,α.α.0,S.13f.の 指摘 も,そ れ 自体 は 仮に 事実 として

も,こ の問題に関す るS&H社 の雇用政策の基本傾 向を担 えた もの とはいい難い。

29)し か もこの所 定労働時間 の短縮 は,後 述 の よう1こ労働 時間 の濃密化 と短縮労働下 の労働強化/
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8時 間 労 働 日に 「生 産 的 基 礎 」 が与 え られ た とす る3ω。 が,す で に みた よ っに

80年 代 初 頭 ま で に は 時短 の労 働 能 率上 昇 効 果 につ いて 外 国 の多 数 の事 例 が知 ら

れ,遅 く も90年 代 には この 経 験 が 大 き く広 ま って い た 。 しか も当 時 は ヴ ェを ナ

ー 自身 も 「労 働 時 間 の短 縮 に よ り能 率Leisにungsfahigkeitカ ミ増 進 す る」 と の

一 お そ ら く70年 代 初 頭 以 降 の先 駆 的 な 時短 の経 験 の 蓄積 に よ り固 ま っ た とみ

られ る一 明確 な認 識 に到 達 して い た の で あ る31)。 した が って,S&H社 に お

け る8時 間へ の所 定 労 働時 間 の 短縮 も,そ う した 「生 産 的 基 礎 」 につ い.ての経

験 や 認 識 に基 い て 実施 され た の で あ って,そ の限 りに お い てS&H社 の ツ ナイ

ス工 場 に対 す る先 駆性 は指 摘 され て よい 。

これ と と も に第 三 に,S&H社 の 時 短 策 に は,企 業 規 模 拡大 に伴 う従 業 労 働

者数 の増 大 と,ベ ル リン市 外 シ ャル ロ ッテ ソ ブル クー 都 心 か ら約IOkm。 の

ちの,近 辺 に労 働 者 住 宅等 の都 市 イ ン フ ラ ス トラ クチ ュア が未 発 達 のS&H社

諸 工 場 集 中 地 ノ ン ネ ン ダ ム は 同 じ く約15km一 に お け る工場 新 設,お よ び ベ

ル リンや そ の近 郊 に お け る環 状 鉄道 線(の ち には 近 ・中 距 離 郊 外 電 車)や 運 河

交 通 等 の整 備 に伴 う通 勤距 離 の 拡 大 と を背 景 と した労 働 市 場 の拡 大 傾 向82)の な

か で要 請 され つ つ あ った,労 働 力 の 定 時 確 保 の機 能 も一 部 与 え られ た とみ られ

る。 それ は,90年1月 以 降 シ ャル ロ ヅテ ンブ ル ク工 場 に お い て,大 多数 の労 働

者 の 住 居 が工 場 か ら非 常 に遠 距 離 で あ る実 態 を考 慮 して・ 始業 時 間 が 朝6時45

分 か ら7時 に 変 更 され た こ とに も現 われ て い る88)。

しか しまた,こ こで も労 働 者 運 動 の影 響 を無視 し え ない 。1890年 の社 会 主 義

者鎮 圧 法 廃 止 と89/90年 の 最 初 の社 会 主 義 的 メ ー デ ー の宣 言 に 伴 い84),90年5

＼ とL.う補償措置を伴.て もいた、以上からすれば,社 主の羅営思想と労働時間管理政策に関する

ブルヘネの認識は少なくとも非歴史的であり,そ れゆえまた社主へのかれの評価のイデオロギー

性 も批判されねばならない。

謝3鵠 。1器 機 、a.a.O.,S.41f.e/WolfgangScha、h,,。一,　 。姻i・ ・98・ ・.　 ,・5・

33)BekanntmachungderFa.3&H・ ・解20・12・1889,SAA14/L皿735・

34)1889年 設 立 の パ リ第 二 イ ン 歩一 が,8時 間 労 働 日 の獲 得 を闘 争 目標 と して 宣 言 し,90年5月1

日 に万 国 で闘 争 が な され る運 び とな った こ とか ら,5月1日(1848年 の イ ギ リス10時 間 条 例 施 行

畔 あ た る)は 「労 働 の 日」 と して誕 生 した 。G・ ・田 ・・t・・h,KampfandStreitumArbeits-

z飢.Frankfu【to皿Main1984,3.23.Vgl.Buτheme,α.α,α,S.39;Abbe,a.a.0..8.242.
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月1日 前 後 に大 規 模 な労 働攻 勢 が 見 られ た の で あ り,し か もそ こで は8時 間 労

働 日の導 入 が重 要 な 要 求 項 目 に掲 げ られ て い た。 労 働 休 止 を 含 む 争議 は ベ ル リ

ン工 業 全体 を も覆 い,AEGと と もにS&H社 もそ の渦 中 に あ った05)。90年 メ

ー デ ー直 前 の4月 下 旬 に.おけ る次 の書 信 は 同社 が こ の メ ー デ ー に関 連 して 「部

外 者 に惹 き起 こされ た 当社 労 働者 の 集 会」96)にい か に 神 経 を 尖 らせ て い た か を

あ りあ り と窺 わ せ る。 「当社 労働 者 は,メ ーデ ー を祝 っ て よ いか を 当社 に全 く

依 頼 してお らず,ま たそ う して も当社 は拒 否す るで し ょ う。 しか し労 働 者 問題

を な るべ くほ こ りを たて ず に処 理 す る こ とは最 も肝 要 で す 。 なぜ な ら扇 動 者 に

もこ こが つ けめ だ か らです 。 そ こで 当社 は 作業 場規 則 に よ り配 下 の労 働 者 に一

日 の休 暇 を与 え る権i限を持 う 職 長 に,5月1日 にた と えや や 多 数 の(通 常 は普

通 の従 業 者 であ る)労 働 者 が 休 暇 を願 い 出 て も,稼 働 の 続 行 に支 障 を き たす 見

込 み が なけ れ ぼ,こ れ を大 目に み る よ う指 示 し ま した 」a7)。これ は 通 常 な ら行

わ れ な い 労 働者 へ の 譲 歩 であ って,明 らか に労 働 者 運動 は 同 社 の 労働 時 間 管 理

を 制約 して い る。 こ の譲 歩 が19世 紀 末 の第 二 め大 幅 な労 働 時 間短 縮 策 を も規 定

した とみ るの は一 この 書 信 や そ の さ らな る内 容(後 述)か ら して も一 決 し

て 無理 で は ない 。、しか し これ らの 労 働 者 運 動,と くに90年 代 初頭 の そ れ は,70

年 代初 頭 と共通 して,80年 代 半 ぼ 以 降 の強 電 技 術 の革 新 に伴 う物 的 ・組 織 的 改

革 を背 景 と して い た こ と,換 言 す れ ば,そ れ は や は りS&H社 の 資本 蓄積 条件

の 変 化 に基 づ く所 定 労働 時 間 の変 化 へ の賃 労 働 側 の反 発 で もあ った こ と,こ れ

も留 意 され ねば な らな い 。

国家 の労 働 時 間政 策 に 関 して は,1869年 北 ドイ ツ連 邦 営業 条 例 な い し1878年

帝 国営 業 条 例 改 正 の段 階 ま で は,12才 未 満 の児 童 の従 業 禁 止,若 年 労 働 者 の場

合12才 以上14才 未 満 で最 長労 働 日6時 間,14才 以 上 一16才 未 満 で 同 じ く10時 間

と い う よ うに,児 童 ・若 年 労 働 者 の み が保 護 の 対 象 とされ た にす ぎな い88)。 こ

れ に対 して,ビ ス マ ル クの「飴 と鞭 」路 線 か らベ ル レ ー プ シ ュに よ る「新 航 路」へ

35)BerlinerBbrsen-ZeitungNr.201vom2.5.エ890,SAA14/L皿751.

36)37)5&HanB&8,29.4.1890,SAAユ4/Lm735.集 会に出席したS&H社 労働者数は約

ユ,800人と推定された。Nθ麗5∫π`θ耀g印z配α置飽 σ配22.4.1890.
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の国家の労働政策の転換を告げる1891年6月 の帝国営業条例改正は,労 働時間

規制を初めて成年労働者や女子労働者に も及ぼしたとい う意味で画期的立法を

なす。つまり同改正は,児 童労働の禁止(12才 未満でなく13才未満に繰上げ)

や若年労働者の労働時間規制は基本的に従来の規定を継承 しっっ(§135-136).

①20人 以上の「工場」での就業規則制定を義務づけ,これに所定労働 日の開始・終

了時刻と成年労働者の休憩時間の規定を盛 り込むべきものとし,規 則に法的拘

束力を与 えた(§134a-c)。⑨また,と くに女子労働者の最長労働時間を平 日11時

間.土 曜や祝 日前 日は10時 間(労 働時間は5!30か ら20:30分 の間.土 曜や祝 日

前 日は17:30ま で)と 規定 し.雇 主に対 して若年労働者や女子労働者の採用前

に.か れ らの労働平 日,労 働 日の開始 ・終了時刻,休 憩時間,作 業形態等の地

域警察官庁への告知義務を負わせた(§137-138)(1892年 施行)89)。③さらに成

年男子労働者の最長労働時間は(1918年 に至 るまで)直 接 には未規定とはいえ,

女子の最長労働時間規制は,男 子の労働時間へも一部影響 したとされる。た と

えば改正により導入された土曜早期終業は,女 子の割合が高いかまたは男女共

働を要 しまた女子終業後の男子の継続労働が不可能な全従業者に普及し,さ ら

に男女別々の労働時間が作業組織上可能な分野でも普及したとい うのである⑩。

S&H社 就業規則には改正前から上記①の内容が含まれてお り,そ の限 りで

改正による直接の影響はなかったが,少 なくとも改正条例は同社工場のような

大規模事業所が逸脱 しえない最低限の大枠 として機能することとなったこ.とは

否定 できない。また、91年 の営業条例改正はそれ自体に一 またその後の年に

公布された改正の形で一 改正の眼目であった女子の最長労働時間の小規模経

営適用除外規定等を伴 ってお り,ま 泥一般に経営側の迂回策のためその効力に

38)Gewerbeordn皿g(以 下GOと 略 す)fardenNorddeutsche皿Bund.Vo皿21.6.1869.§129.

エ29,in=Bη π465・G85θ儂配σ甜,1869;Gesetz,beしr.dieAbnderungderGO.Vom17.7,1878.

しか も両 条 例 の 規 定 の 間 に は,基§135-136
,in:Reichs-Gθ 鋭2う 」観(以 下RGと 略 す),1818.

本 的 性 格 の 変 化 は認 め られ な い。

39)以 上,G,,etz.b・ し・.Aba・d・ ・u・gd・ ・GO.V・m・ ・6・・891i・RC,1891;S・harf,a.a・0・ ・

S.313.

40)Scharf,α.α.0.,S.313-318.
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限 界 が あ った とは い え(§138a-139a)4【),適 用 除 外 規 定 に該 当 しな い通 常 の大

規 模 工 場 を抱 え た 同社 で は,と くに女 子 労 働 者 が 主 力 を なす 白熱 電球 工 場 を中

心 に して,や は り立 法 に お け る女 子 の 労働 時 間規 制 が 工 場 全 体 の時 間 の上 限 を

規 定 す る状 況 が現 われ た とみ て よい(や や の ちの1899年 につ い て,後 掲 表1の

白熱 電 球 工 場 の11時 間 労 働 口規 定 を み よ)。 以 上 の意 味 で 同 改正 は,改 正 に至

る過 程 や 改 正 条 例 自体 の もつ様.々の 限 界 に も拘 らず,90年 代 初頭 のS&H社 の

時 短 を一 少 な く と も一 部 ま た は 間接 的 に一 規 定 した い ま ひ とつ の要 因 と し

て の 政 策 効 果 は 持 っ て い た と考 え られ る鋤 。

他 方,同 社 職 員 の場 合,1893年 「当 時 の労 働 時 間 は まだ 社 員 には 極 め て好 都

合 で あ り,9時 か ら午 後4時 ま で で 昼 休 み30分 の た め6時 間 半 で」 あ って 「作

業 テ ン ポ もご く悠 長 で,残 業 は殆 ど未知 の概 念 で あ った」 とい う43)。 この6時

間 半 制 が い つ,ど の範 囲 で導 入 され た か は不 明 で あ るが,と もあれ 同年5月1

日(メ ーデ ー)以 後 は,84年 に一 部 の事 務部 門 に 導 入 され て い た7時 間 労 働 制 が

各 事 務 部 門 に拡 延 して い った44)。 この よ うに,相 対 的 に 短 い 職 員 の 労 働 時 間 制

が 継 続 しまた 拡 延 した基 本 的理 由 は,職 員 の 勤 務 条 件 が,一 定 の変 化 に も拘 ら

ず 万 能 職 場 作 業 組 織 段 階 の それ とな お ほ ぼ 共 通 して い た こと に よ る と見 られ る。

iv.1895年 以 降 つ ま り品種 別 職 場 作 業組 織 へ の 移 行 期 には,8時 間 を下 回 る

労 働 者 の所 定 労 働 時 間制 は尊 人 され て お らず,こ の 意 味 で の大 き く鮮 明 な切 れ

目は み られ な い。 む しろ,93年 の シ ャル μ ッテ ン ゾル ク工 場 の よ うな8時 間 労

働 日の全 面 導 入 は修 正 され,1895年 以 降 は 同 工 場 「機 械 工 部 門 」 お よ び 同女 子

41)同 条 例 で 規制 対 象 と され た 「工 場 」 は 蒸 気 力 を規 則 的 に用 い た経 営 の み を さ し,1900年 か ら は

ガ ス ・電 気 力 を 用 い た 経 営 も含 め た が,そ れ 以 外,と くに小 規模 経 営 は 適 用 を除 外 され た た め,

規 制 に該 当 す る女 子 労 働 者 は30万 人 で 女 子 総 営 業 就 業 者 の約30%に す ぎ なか った と い う。E砿}

Gesetz,beta.Ab試 皿derungderGO.Vom189ユ.

42)こ の改 正 条例 の成 立 過 程 とそ れ を め ぐる諸 利 害 の対 抗 ・交 錯,改 正法 の限 界 等 は 本 稿 の直 接 の

対 象 で は な く,こ こで は 基 本 的 に改 正 条 例 がS&H社 労 働 時 間 管 理 に 及 ぼ した 政 策 効 果 の み を 検

討 す る に と どめ て い る。 前 者 につ い て は,さ しあ た り カー ル ・エ ー リヒ ・ボル ン 『ビス マ ル ク後

の 国 家 と社 会 政 策 』 鎌 田武 治 訳,法 政 大学 出版 局,1973年,23-75,109,112-151ペ ージ を参 照 。

43)ErinnerungenRiefstah((50JahreSiemenの,SAA12/Lh583,S.1,

44)SchreibendesCharl.Wks.vom2エ.4.1893,SAA32/Lo594;Arbeitszeitj.d.Bureaus

ゴθ5Cん αr彦.Wks.α ゐ1.5.1893」SAA14/Lr516.
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表1S&H社 労働者 の労働 日

(279)15

単 位=時 間

事業部工場 ・部 門 1899 19001901 19021903

aシ ェ場 ・ダイナモ工場

同機械部門 ・部 門33

同女子労働者

cベ ル リン工 場

同女子 労働 者

同16才 未満 の徒 弟

dケ ー ブル工 場

同女子労働 者

e白 熱電球工場 男女 労働者

同徒弟

f鉄 道用信号 装置部

9ジ ーメ ンス兄弟会社

h組 立工 ・組 立労働者

8*

ユ

7

1

旦
4

*

8

QQ

W

旦
4

翠

雲

8

8

8

8毒*

8呈*8薯*

8蓬*

また は

9磐

8表*

9者

10

*
凪
可
8

⊥
2

9

01

享
ら

*

8

8

8量‡

8薯*

また は

9葺*

8迂*

9圭

暑

串

8

8

8壱宇

83F*

7

8磐

8暑*

ま た は

9号*

8是*

9董

10

注=1)シ は シ ャ ル ロ ッテ ソ ブル ク。

2)*印 は連 続 労働 時 間 制 。'エ900年 以 降 の ケ ー ブ ル工 場 男女 労 働 者 の 場 合 は 昼 休 み45分 の い

わ ば準 連 続 労働 時 間制 。 同 工 場 女 子 労 働 者 の 場合,土 曜 日ま た は 祝 祭 日の 前 日は い ず れ に

せ よ8%時 間 。hLt最 低 時 間p

(出 所)AOf.4.Clahlampen-Werk,1899,SAA32/Li382;AOf.d.Charl・ 磁 ・30・1・

1900,32/Li382(1904年 一 部 改 正 で も所 定 労働 時 間 の変 更 な し);Dynamowk.anCentral・

Abt.vom10.エ2.1900,14/Lg620;ム 勧θππo語琴"gη4.ユ2.1900,'gez.Zi皿 皿er,14/Lg

620;A(1f.d.Kα ウ幽 々.,1.6.1901.32〆L江382;AO五`Aう`≠E∫5θ 伽 伽 伽 ・rw・9・`

顎び85飢,20.4.1909,32/Li382(1905年 一 部 改 正 で も所 定 労 働 時 間 の 変更 な し);AO弄 謡

Fa.Gebr.Siemens&Co.,5.8.1900,32/Li382(1904年 一 部 改 正 で も所 定労 働 時 間 の 変

更 な し)Dynamowk,anA.Borsigvom30.1,1902,35-63/Lo7ユ3;AO,f.d.Berliner

隙,,1.3.1903,32/Li382;3&HA,.C.anM.Adlervom1.Z.1901.14/Ln492;

Deutschmann,o.α.0..S_257.

労 働 者 に これ が 残 され た に留 ま る。 同 工 場 の他 作 業 場 で は1890年 の8時 間45分

が 復活 し,1895年 の ベ ル リン の部 門 ・工 場 で は8時 間半 割 が維 持 され て い る。

と もあれ しか し.,表1に よれ ば,1900年 以 降1902/03年 頃 ま で の所 定 労 働 時 間 は,

工 場 の場 合8時 間半 以下 を支 配 的 と しっ っ,8時 間45分 か ら8時 間 ま で の分 布

とな って い る。1900年 の ジ ー メ ンス 兄 弟 会 社 の9時 間 半 や 現 場 組 立 部 門 の最 低

10時 間 は なお か な り長 い が,こ れ は 少 数 派 で あ る。8時 間労 働 日を頂 点 と した
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所定労働時間の短縮 という経営政策の方向は,こ こに定着 しつつあった といえ

よう。またこの所定労働時間のバ ラツキは,基 本的には部門 ・工場毎の製品や

作業機構上の相違や景気の違いに規定 されて,各 工場の労働時間 「最適限」が

相違 したために他ならない。先端部門の機械加工部門や女子部門では,独 占形

成過程の最終局面に進められた固定資本投資の拡大による労働生産性と労働強

度の増大への対応として 「最適限」の8時 間労働 日が維持された。他方,現 場

組立部門では,機 械装備率の低さと労働者の熟練の維持という状況の もとで,

長所定労働時間の維持が能率増進にとって目的合理的であった。この両極を挾

んで,各 工場は,相 応する設備 ・労働強度の段階に応 じて適宜最適度労働時間

を模索したのである。

一方,90年 代半ば以降1903/04年 までのこの段階にも,S&H社 において各

年のメーデー期に労働時間の改革がなされていることから判断 して,こ のメー

デー期の時短の要求 ・運動は90年 代初頭以後 も同社の労働時間政策をそのつ ど

規制 したとみられる45)。ただし,こ の時期には70年 代初頭および90年 代初頭に

匹敵する規模の時短 をめ ぐる集中的な労働者運動は一 この時期末 に始 ま り

1905/06年 に頂点に達 した争議の盛 り上が りを措 くとすれば一 見られなかっ

た。む しろ概ね資本間競争と激 しい景気変動に規定された会社側の,後 述のよ

うないわば過熱 した能率至上主義的伸縮管理のまえに,労 働者運動の影響力は

さしあたりやや後景に退いていたように思われる。

1891年 の営業条例改正は以後 も国家の労働政策の基礎であり続けたが,98年

5月11日 には鉛含有材料を扱 う蓄電池工場での,a女 子労働者,若 年労働者の

従業禁止,bそ の他就業者の労働時間を,少 な くとも休憩1時 間半の中断を伴

う上限8時 間か休憩なしの連続6時 間を上限とするとの内容をもつ労働者保護

立法 も成立し研,関 連の電気化学部門にも進出しっっあったS&H社 にとって

45)Vgl.SAA14/Lm751.

46)Bekanntmachung,betr.dieEinrichtunganddenBetriebvonA皿lage皿zurHerstellung

elektrischerAkkumulatorenausBleioderBleiverbindu皿gen.Vom11.Mai1898,in=RG,

1898.
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追 加 的 制 約 要 因 と な っ た こ とは 疑 い な い 。

S&H社 職 員 の7時 間 勤 務 制 は,1901年7月 以 降(後 述 す る 「イ ギ リ ス 式 食

卓 時 間 」 制 の 〉 全 工 場 ・部 門 の 事 務 所 に 統 一 実 施 さ れ,翌1902年5月1日 以 降

に は,や は り一 律 に 土 曜 日 の み 平 日 よ り1時 間 繰 り上 げ た.16時 終 業 制 が 定 め ら

れ て い る らη。 職 員 の 労 働 時 間 の 統 一 は,勤 務 内 容 の 部 門 を 超 え た 相 対 的 類 似 性

を基 礎 と し て お り,ま た 土 曜 日 の 繰 り上 げ 終 業 は,勤 務 効 率 向 上 の ほ か,他 社

の よ り有 利 な 勤 務 時 間 情 報 に 接 し た メ ー デ ー 期 の 同 社 職 員 層 の 動 揺 を 抑 制 し よ

う と し た もの と み て よ い 捌 、 と も あ れ,職 員 の 場 合 も19世 紀 末 に お け る 労 働 時

間 短 縮 へ の 総 体 的 傾 向 は 動 か し が た い¥¥�A�ﾌ�ﾆ�ﾈ�ﾁ�ﾄ�｢�ｽ�

Bv,� ｳて,� ﾈ�繧ﾌS&H� ﾐ�ﾌ�樺 陂 J�ｭ�條 ﾔは,� 薄 蝠 ﾊ�E�J�ｯ�ﾊ�ﾌ�ｷ�ﾉ�熏 S�

轤ｸ,� ｯ�ﾆ�ｼ�ﾐ�� ﾜ�ﾟて19� ｢�I� 麻h�C�c�ﾌ�ｽ�ﾏ�謔阮 w�ﾇ�墲 ﾉ�Z�ｩ�ﾁだ9)�

B�ｷ�ﾈ�墲ｿ,� ｯ�ﾐ�� ﾆ�黷ﾉ8� 條 ﾔ�ｼ�J� ｭ�﨎 ｧ�ｪ�ｱ�� ｳ�黷 ｽ�鮪�,AEG(Allge

-meineElektricitAts・Gesellschaft)� ﾌ�u�� J�ｭ�條 ﾔ� vは10� 條 ﾔ�ﾅ� ｠り50),189

2�N�ｩら1900� N�遠 ｪ�ﾜ�ﾅ�ﾌ�V�� b�P� 泣g社(EAGvorm.Schucker亡&Co,)�

ﾌ�u�樺 陂 J�ｭ�條 ﾔ�vは,� j�q� ｪ日10� 條ﾔ,週60� 條ﾔ,� 落 qは94� N�ﾈ降,日9� 條ﾔ

,週53� 條ﾔ30分1900� N�ﾈ� ~日10� 條ﾔ,週59� 條ﾔ15� ｪ�ﾅ�｠�ﾁた51)� B�J�ｾ�I�H�齊

蛯 ﾆ�ｳ�黷 驛 {�d�Vュ(RobertBosch)� ﾌ�H�黷 ﾅも1894� N�ﾉ� ﾍ�ｶ�ﾟて9� 條 ﾔ�J� ｭ�

冾 � 閧 ﾟ�ｽ�ﾉ�ｷ�ｬず52),.F&G(Felten&Guilleaume)� J�[�求 ﾛ�黷 ﾅも1900-0

5�Nに10� 條ﾔ30� ｪと,� 椛 ﾎ�I�ﾉ�ｷ�ｩ�ﾁた55)�

B47)� ﾈ上,Rundschreiben(� ﾈ下R� 轤ﾆ�ｪす)derCentral-Abtellung(� ﾈ下CA� ﾆ�ｪ記)vom18

.6.1901,SAA32/Lo609;Arbeitszeit1901,SAA14/Lx516;RsderCAvom1.5.1902,SA

A14/Lr5ユ6

.48)3� 獅ﾌ�謦�� �ﾌ��ﾍ(RsderS&HA.・(3.CAvom27.3.1902,SAA14/Lx516)� ﾉ�

ﾎ�ｷ�骰 H�齣､�ﾌ� 黷ｨ�ｻ�轤ｭ�ﾍ�E�� w�ﾌ�v�]��ｽ�fし,� ｭ�ﾈ�ｭ�ﾆ�煦ﾓ�ｯ�ｵ�ｽ� 皷�嘯ﾍ,� h�B�b�

竝 s�ｪ�ﾍ�驍ｩ�ﾉ�ｭ�ﾈ�｢�ﾎ�ｱ�條ﾔ(日6.5� 條ﾔ)� ﾅ�｠り,� y�j�冾ﾎ�ｼ�ﾌ�T�冾謔闡 ≠ｭ�I�ﾆ�ｵ�ﾄ�｢�驍ﾆ�

ﾌ�鮪 ﾀ�� `�ｦ�ﾄ�｢�驕BSchreibenandieCAvom5.4.1902,SAA32/Lo597.� O出5月1� 冾ﾌ�

� ﾍは,� ｱ�黷ﾖ�ﾌ�謦�� �ﾌ��嘯 ﾅ�｠�ﾁ�ｽ�

B49)Schr6de■,α.α.α,S.257-292;Deutschmann,a.a.O.'s.292

.50)� ｱ�黷ﾍ�S�|�＝ [�J�[�ﾌ�N�泣b�v�ﾐ�H�黷燗ｯ�l�ﾅ�｠�ﾁ�ｽ。Burhenne,a.a.α,S.4�

�51)AO� 轣v畝Wθr陀3�E�D�遭I4erEAG� vユ892,Nachtragvomエ0.11.1894/5.1.1900,SAA32

/Li382

.52)� {�b�V�� ﾐ�ﾅは1906� Nに8� 條ﾔ�J�ｭ�冾ｪ�ｱ��ｳ�黷ﾄ�｢�驕BTheodorHeuss,RobertBosch,
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また,1873年 のS&H社 の9時 間 労 働 日は 当 時 絶対 的例 外 で あ った とされ54),

80年 代 の ドイ ツ で は一 般 に11時 間労 働 日が,F19世 紀 末 」(お そ ら く90年 代 末)

には10時 間 労 働 日が 優 勢 で あ った襯 。 比 較 的短 い 労 働 時 間 の 機 械 工 業 で も,

83年 に工 場 監 督 官 視 察 ベ ル リン諸 経 営 にお け る労 働 者 の73%は10時 間 超 で あ

り,71%は10時 間,22%弱 が8時 間 半 か ら9時 間 半 で あ っ た5e)。S&H社 の労

働 日が8時 間 半 な い し.8時 間 と な った80年 代 末 一90年 代 初 頭 に も1891-93年

の ドイ ツ各 都 市 営 業 監 督 官 報 告 に よれ ば,機 械 製 造 経 営 で は少 な くと も10時 間

が 支 配 的 で あ った57)。 ア ッペ は1901年 に ドイ ツの平 均 労 働 時 間 をユ0時間 以 上 と

し,9時 間 ～8時 間 の 労 働 者 は 帝 国全 体 でユ5,000人 に満 た な い(8時 間 は6,000

～8,000人)と して い る58)。1902年 に22ユ のベ ル リン機 械 製 造 経 営 で は117E営 が

す で に9時 間 以 下 とな って い た が.こ れ は 男 子 よ り労 働 時 間 が 一 般 に短 い女 子

労 働 者 を雇 用 す る経 営 で あ った5日)。職 員 の場 合 も,1903年 にS&H社 で は7時

間 半 労 働 日で あ った の に対 して,1907年 頃 の ベル リン金 属 ・電 機 工 業(機 械 製

造 業 を含 む)ア ン ケ ー ト調 査 に よれ ば,解 答 技 術 職 員 中,労 働 時 間 で8時 間 未

＼19LAufl. ,SしuLtga【t1986(1946),S.154-157.

53)AO∫:d.FabrikF&GCarlswerkA.一(筑M鋤 θ1η3αηムRハ 飢2.1.1900mitihrer

Abanderungam1.6.1905,Felien&Guilleaume.Werksa【chiv(FGA)AI/lld-1/26a.

54)Burhenne,α,α,o.,S.38.

55)Feldenkilchen,α.4.0..S.136.
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